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はじめに  

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサ

イクル法」という。）では、第 11 条、第 12 条、第 13 条において、特定容器利用事業者、

特定容器製造等事業者、特定包装利用事業者は、毎年度、容器リサイクル法及び主務省令

で定める方法により再商品化をすることが義務づけられており、個々の特定事業者が再商

品化義務量を算定するための手法を提示する必要がある。具体的には、第 11 条から第 13

条までに掲げる主務大臣が定める比率、量、算定方法を確定することが求められており、

製品・容器包装の流通経路に応じた排出データ等の収集と分析が必要となる。 

平成 7年 6月 16日に公布された容器包装リサイクル法は、平成 9年 4月に本格施行され、

ガラスびん、ＰＥＴボトルが同法の再商品化義務対象物になり、3 年後の平成 12 年 4 月か

らは、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装が加わり、かつ、中小規模事業者に対す

る再商品化義務の適用除外期間が終了し、完全施行に移行した。 

また、産業構造審議会環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキ

ンググループにおいて平成 18 年 1 月にとりまとめられた「容器包装リサイクル法の評価検

討に関する報告書－持続可能な省資源社会を目指して－」において、再商品化義務量の算

定方法について「算定の根拠となる実態調査等の精度の向上に引き続き努めるべき」との

方向性が示された。 

本調査は、こうした背景を踏まえ、国内の容器製造事業者、容器包装の利用事業者を対

象に、その利用、製造に係る実態を調査し、事業者の容器包装廃棄物の再商品化義務量算

定の情報を収集、分析することを目的として実施した。 
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1． 本事業の概要 

本事業の目的は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下

「容器包装リサイクル法」という。）に基づき、個々の特定事業者が再商品化義務量を算定

するために必要となる主務大臣が定める比率、量、算定方法を確定させるための基礎デー

タを収集することであり、前年度調査の結果を踏まえて、より精度の高い容器包装の利

用・製造実態の調査・分析を行った。 

1.1 事業の目的及び内容 

1.1.1 事業の目的 

「容器包装リサイクル法」では、第 11 条、第 12 条、第 13 条において、特定容器利用事

業者、特定容器製造事業者、特定包装利用事業者は、毎年度、容器リサイクル法及び主務

省令で定める方法により再商品化をすることが義務づけられており、個々の特定事業者が

再商品化義務量を算定するための手法を提示する必要がある。具体的には、第 11 条から第

13 条までに掲げる主務大臣が定める比率、量、算定方法を確定することが求められており、

製品・容器包装の流通経路に応じた排出データ等の収集と分析が必要となる。 

本事業は、こうした背景を踏まえ、国内の容器製造事業者、容器包装の利用事業者を対

象にその利用、製造に係る実態を調査し、情報を収集、分析することを目的として「政府

統計 容器包装利用・製造等実態調査（以下「本調査」という。）」を実施した。 

1.1.2 調査内容 

本調査で算出する数値は、「容器包装リサイクル法」に基づき主務大臣が定める比率、

量、算定方法に係る以下の基礎データである。図 1-1 にこれらの数値の再商品化義務量算

定手順における位置づけを示す。 

 

⚫ 特定事業者責任比率（法第 11 条第３項） 

⚫ 特定容器比率（法第 11 条第２項第１号） 

⚫ 業種別比率（法第 11条第２項第２号イ） 

⚫ 業種別特定容器利用事業者比率（法第 11条第２項第２号ロ） 

⚫ 業種別特定容器利用事業者総排出見込量（法第 11条第２項第２号ニ） 

⚫ 業種別特定容器製造事業者総排出見込量（法第 12条第２項第２号ニ） 

⚫ 特定包装利用事業者総排出見込量（法第 13 条第２項第３号） 

⚫ 事業系比率（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則

第 10 条及び特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省

令第２条） 
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●年度ごと、特定分別基準適合物ごと（無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他のガラスびん、 

ＰＥＴボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装）に以下の手順で再商品化義務総量を算定 

 

 

 

 

 

 

市町村ごとの 

分 別 収 集 

見 込 量 

 

   

 

 

 

市町村ごとの 

分 別 収 集 

見 込 量 

 

      

       

       

 

市町村ごとの 

分 別 収 集 

見 込 量 

 

   

 

 

 

市町村ごとの 

分 別 収 集 

見 込 量 

 

 

 

 

     

 

 

    

    

 

都道府県ごとの 

分別収集見込量 

 

 

 

 

都道府県ごとの 

分別収集見込量 

 

 

 

   

 

 

 
全国の分別収集見込量 

 

 
 

        特定事業者責任比率 

        （法第11条第３項） 

 

 

 

特定事業者分 市町村負担分 

 

 

 
  

        前年度繰り越し分 

        （法第11条第３項） 

 

 

 

 

 

 

前 年 度 

繰り越し分 

 

 

 
  

        再商品化計画における 

        再商品化可能量 

 

 
再商品化義務総量 

 

 
 

        特定容器比率 

 

 

 

特定容器利用事業者又は 

特定容器製造等事業者分 

特定包装 

利用事業者分 

 

 

 

 
 

 

      業種別比率 

          （法第11条第２項第２号イ） 

 

 

 

 

Ａ業種分 

（例えば、食料品 

  製造業） 

Ｂ業種分 

（清涼飲 

料製造業） 

Ｃ業種分 

（酒類製 

  造業） 

 

 

 

 

 

 

      
                 業種別特定容器 

                 利用事業者率 

                 （法第11条第２項第２号ロ）            個別特定包装 

 

 

 

 

利  用 

事業者分 

製造等 

事業者分 

                                     利用事業者 

                                     排出見込量(*) 

                                     特定包装利用   

                                     事業者総排出     

                                                                     見込量(**)   



 

1-3 

 

 
  個別特定容器                    個別特定容器                    

  利用事業者                      製造等事業者 
  排出見込量(*)                   排出見込量(*) 
  業種別                          業種別 

 
 

 
 

  
   
     

  特定容器利用                    特定容器製造等                          
  事業者総排出                    事業者総排出           個別事業者の再商品化義務量 
  見込量(**)                      見込量(**) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
      (*) 法第11条第２項第２号ハ、 
          法第12条第２項第２号ハ、     

                                                 法第13条第２項第２号 

       個別事業者の       個別事業者の      (**)法第11条第２項第２号ニ、  

       再商品化義務量     再商品化義務量         法第12条第２項第２号ニ、    

                                                 法第13条第２項第３号 

 

○特定容器利用事業者の再商品化義務量の算定式（法第11条第２項） 

 
 
 
 
 
 

再商品化

義務量 
＝ 

再商品化

義務総量 
× 

特定容器

比率 
× 

業種別

比率 
× 

業種別利用

事業者率 
× 

個別容器利用事業者排

出見込量 

 

 
 
 
 
 
 

業種別容器利用事業者

総排出見込量 

 

○特定容器製造等事業者の再商品化義務量の算定式（法第12条第２項） 

 
 
 
 
 
 

再商品化 

義務量 
＝ 

再商品化

義務総量 
× 

特定容器 

比率 
× 

業種別 

比率 
× 

業種別製造等

事業者率 
× 

個別容器製造等事業者 

排出見込量 

 

 
 
 
 
 
 

業種別容器製造等事業者

総排出見込量 

 

○特定包装利用事業者の再商品化義務量の算定式（法第13条第２項） 

 
 
 
 

再商品化 

義務量 
＝ 

再商品化

義務総量 
× 

 

1 － 
特定容器 

比率 

 

× 
個別包装利用事業者排出見込量 

 

 
 
 
 

包装利用事業者総排出見込量 

 

○個別事業者の排出見込量算定方式 

 ア）自主算定方式 

   自ら利用又は製造等する容器包装の容器包装廃棄物としての排出見込量を必要な 

調査等により把握し、以下の方法により算定する。 

 
 
 
 
 
 
 

排出見込量 ＝ 

当該年度において 

販売する商品に用いる

又は製造等する容器 

包装の量 

－ 

イ.当該量のうち 

自ら又は他者 

への委託により 

回収する量 

－ 

ロ.その他容器包装 

廃棄物として 

排出されない量 

 
 
 
 
 
 
 

 

イ）簡易算定方式 

   自ら利用又は製造等する容器包装の量に、事業系比率を乗じて求める。 

 
 
 
 
 
 
 

排出見込量 ＝（ 

当該年度において 

販売する商品に用いる 

又は製造等する容器 

包装の量 

－ 

当該量のうち 

自ら又は他者 

への委託により 

回収する量 

）

× 
（100－事業系比率 ） 

 
 
 
 
 
 
  

図 1-1 再商品化義務量の算定手順
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1.2 調査実施の流れ 

本事業は「令和６年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析における統計表作成等事

業（以下「統計表作成等事業」という。）」と一体的な事業である。両者の事業全体の実施

項目とそれぞれの分担は、図 1-2 のとおりであり、図中の二重枠線内が本事業の範囲であ

る。 

 

図 1-2 事業全体像と分担 

 

 

本調査の実施手順は、図 1-3 のようになっている。図中の網掛け枠内が、本事業が担当

する工程（破線枠内が統計表作成等事業）である。なお、この図は調査のフローを示すも

のであり、実際には「発送業者リストの作成」までは令和５年度事業において既に実施さ

れており、令和６年度調査の「発送」と令和７年度調査に向けた「抽出計画の作成」から

「発送業者リストの作成」までが本事業の事業範囲である。 

また、図 1-4 に本年度調査のスケジュールを示した。 

  

① 調査関係用品の印刷

② 調査関係用品の配布

(1)調査客体からの
問い合わせ・苦情等の
対応

(2)調査票の回収・督促

③ 次年度調査に向けた準備

発送 回収

(4)調査票の審査、調査対
象への疑義照会

(5)第１報から第３報までの
集計データ及び統計表
等の作成及び報告

(6)報告書統計表等の
作成、報告

集計

＜令和６年度容器包装利用・製造等実態調査＞

＜令和７年度容器包装利用・製造等実態調査＞

(3)調査票の回収状況の
管理及び電子化

調査取りまとめ

(7)照会対応事例集の
更新

(8)事業報告書の作成

次年度調査対応事業報告書の
作成

本事業範囲：

容器包装利用・製造等実態調査範囲：

事業間連携：

④ 容器包装利用・製造
等実態調査における
政府統計共同利用シ
ステム（e-survey）導
入に向けた検討

分析
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図 1-3 本調査の実施フロー 

 

問い合わせ対応 
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図 1-4 本年度調査のスケジュール 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月・２月

Ｒ6年度調査
調査スケジュール
（主要項目）

　

☆ 調査関係用品の印刷

☆ 調査関係用品の配布

★ 事前準備

★ 問合せ対応

★ 回収督促

★ 回収状況の管理・電子化

★ 調査内容審査、疑義照会

★ 集計データ及び統計表の作成

★ 報告書統計表等の作成

★ 照会対応事例集の修正

☆ 次年度調査に向けた準備

☆
★
事業報告書の作成

☆は抽出計画作成等事業、★は統計表作成等事業の項目

説明資料、電子調査票公開

・・・・・・・・

6/26

往復葉書
督促発送

督促〆切
7/18,19 7/31

〆切 1次集計
（～7/3回収分）

5/23、28、30

発送

6/28 7/11

※アンケート調査期間
5週間

封入・ラベル作成

約4週間

発送リスト

確定

4/19

公表11次集計
（～9/11）

9/13

※審議会

3次集計
（～8/14）

8/21 8/23 9/12 9/266/21

追加発送

封筒・調査票・挨拶状

5/10

発送

5/22 ●

問い合わせ対応(Max５回線)

5/30～9/11間、週1～２回程度両省へ回収に行く

督促状

一週間目途に投函依頼

督促電話

大手企業 7/8～8/26

回収状況の記録

6/12 7/3 7/17 7/24 7/31 8/7

6/19 6/26 7/17 9/6

調査票の移管・入力

電子化データ受領

データ自動チェック、目視チェック

7/26 9/12

最終集計

・

審議会第1報 第3報

照会対応事例集の修正

調査票フェイス情報の更新 11/30

1/31

業務報告書
報告

1/24

※調査票回収延長期間及び疑義照会・回答データ修正期間
約3ヶ月間

6/5 6/19

7/10

7/10

確定

2/上旬

8/28

7/30 8/27 9/20 9/26

経産省分
母集団
名簿入手

11/25 1/14 1/24

抽出計画

作成・確定
重複是正リスト
総務省送付

※次年度発送先名簿抽出期間
約2ヶ月間

重複是正リスト
総務省送付

2/28

業務報告書
報告

8/21

8/21 8/2

9/13
5/23

9/10

第2報

・・・

農水省分
母集団
名簿入手

最終

集計

調査結果

名簿登録

母集団
名簿

利用申請

12/9

6/12 7/3 7/24 7/31

8/30

9/11

2/上旬

8/7

8/14

7/26

2次集計
（～7/17回収分）

5/23、28、30

4次集計
（～8/14）

9/4

3次集計
（～8/14）

8/21 8/23

4次集計
（～8/14）

11次集計
（～9/11）

9/13

・・
2次集計

（～7/17回収分）

母集団
名簿入手

11/29

抽出計画

作成・確定

母集団
名簿入手

1/1711/25

9/4

12/9
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2． 調査関係用品の印刷 

まず、調査客体に配布する調査関係用品について、指定された部数及び仕様に基づき印

刷を行った。印刷した調査関係用品一式を以下に示す（具体的な内容は次頁以降に掲載）。

発信用及び返信用封筒については、経済産業省分と農林水産省分に分けて作成を行った。 

 

⚫ 調査票 

⚫ 簡易回答票 

⚫ 調査依頼文・参考情報案内文 

⚫ 前年度調査における容器包装種類別・業種別の利用量上位 20 社及び製造量上位 10

社への依頼文 

⚫ 記入上の注意 

⚫ Ｑ＆Ａ集 

⚫ 発信用封筒 

⚫ 返信用封筒 

 

各調査関係用品について、経済産業省及び農林水産省ホームページ掲載用として、電子

媒体を作成した。また、調査票及び簡易回答票にはプレプリント（送付時点で回答事業者

名を印刷）を実施した。 

2.1 調査票 
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図 2-1 調査票（１頁） 
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図 2-2 調査票（２頁） 
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図 2-3 調査票（３頁） 
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図 2-4 調査票（４頁） 
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図 2-5 調査票（５頁） 
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図 2-6 調査票（６頁） 
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図 2-7 調査票（７頁） 
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図 2-8 調査票（８頁） 
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2.2 簡易回答票 

 

図 2-9 簡易回答票  
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2.3 調査依頼文 

 

図 2-10 調査依頼文 
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図 2-11 調査に関する参考情報案内文 
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図 2-12 調査依頼文（特定の容器包装の利用・製造等量が多い事業者） 
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2.4 記入上の注意 

 

図 2-13 記入上の注意（１頁） 
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図 2-14 記入上の注意（２頁） 
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図 2-15 記入上の注意（３頁） 
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図 2-16 記入上の注意（４頁） 
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図 2-17 記入上の注意（５頁） 
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図 2-18 記入上の注意（６頁） 
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図 2-19 記入上の注意（７頁） 
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図 2-20 記入上の注意（８頁） 
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2.5 Ｑ＆Ａ集 

 

図 2-21 Ｑ＆Ａ集（表）  
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図 2-22 Ｑ＆Ａ集（裏） 
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3． 調査関係用品の配布 

調査客体に対し、調査関係用品の配布を行った。前年度事業において確定した本年度調

査における業種別規模別抽出計画数を表 3-1に示す。 

 

表 3-1 令和 6年度調査 業種別規模別抽出計画数 

 

Ｒ６ 抽出計画【確定版】

規模 業種
全数発送
フラグ

母集団 抽出率 発送数 想定回収率 標本数 誤差率

大 [食料品製造業] 1 142 100.00% 142 60.00 85 6.76
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 19 100.00% 19 60.00 11 19.70

[酒類製造業］ 1 9 100.00% 9 60.00 5 30.99
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 26 100.00% 26 60.00 16 15.50

医薬品製造業 1 86 100.00% 86 60.00 52 8.60
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 11 100.00% 11 60.00 7 23.43

その他製造業 1 1,505 100.00% 1,505 60.00 903 2.06

[卸売業] 1 4,052 100.00% 4,052 60.00 2,431 1.26

[小売業] 1 1,503 100.00% 1,503 60.00 902 2.06

外食産業 1 248 100.00% 248 60.00 149 5.08

農家・林家 - - - - - -

農事組合法人 1 166 100.00% 166 60.00 100 6.20

漁家 - - - - - -

中 [食料品製造業] 1 586 100.00% 586 40.00 234 4.97
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 60 100.00% 60 40.00 24 15.63

[酒類製造業］ 1 46 100.00% 46 40.00 18 18.22
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 78 100.00% 78 40.00 31 13.75

医薬品製造業 1 144 100.00% 144 40.00 58 9.98
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 49 100.00% 49 40.00 20 17.03

その他製造業 4,597 34.26% 1,575 55.00 866 3.00

[卸売業] 16,986 10.74% 1,825 55.00 1,004 3.00

[小売業] 9,133 20.94% 1,912 50.00 956 3.00

外食産業 12,369 19.85% 2,455 40.00 982 3.00

農家・林家 10,307 23.46% 2,418 40.00 967 3.00

農事組合法人 338 100.00% 338 45.00 152 5.91

漁家 2,119 83.77% 1,775 40.00 710 3.00

小 [食料品製造業] 32,798 5.84% 1,915 40.00 766 3.50
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業]  3,094 50.58% 1,565 40.00 626 3.50

[酒類製造業］ 1,939 52.35% 1,015 55.00 558 3.50
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業  959 100.10% 960 45.00 432 3.50

医薬品製造業 547 100.00% 547 40.00 219 5.13
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業  941 100.00% 941 40.00 376 3.92

その他製造業 290,637 0.67% 1,955 40.00 782 3.50

[卸売業] 183,837 0.94% 1,736 45.00 781 3.50

[小売業]＆外食産業 817,478 0.24% 1,958 40.00 783 3.50

農家・林家・漁家 1,096,591 0.18% 1,958 40.00 783 3.50

農事組合法人 6,786 18.83% 1,278 55.00 703 3.50

計 合計 2,500,186 36,856

大規模 7,767

中規模 13,261

小規模 15,828

注1) 太字の想定回収率：過年度の回収状況より、基本の想定回収率（大規模60％、中規模・小規模40％）を変更している層

注2）食料品製造業～その他製造業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

 　　卸売業：仲立業、代理商を除く　「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　小売業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　外食産業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　農家・林家・農事法人：「2020年農林業センサス」

　 　漁家：「2018年漁業センサス」



 

3-2 

3.1 返送先 

配布にあたっては、経済産業省管轄事業者分については経済産業省を宛名とする返信用

封筒を封入し、農林水産省管轄事業者分については農林水産省を宛名とする返信用封筒を

封入する等、それぞれの返送先に合わせて送付物を区別するよう留意した。発信用封筒、

返信用封筒については、返信先の省庁で色を変え、視覚的に区別できるようにした。 

また、調査票の返送先は経済産業省管轄事業者分については経済産業省イノベーショ

ン・環境局 GX グループ資源循環経済課とし、農林水産省管轄事業者分については大臣官

房統計部生産流通消費統計課消費統計室とした。返信用封筒へは、各省の料金受取人払い

承認番号や郵便局指定の形式のバーコードを印字した。 

3.2 追加発送の実施 

令和６年度調査の第１報発送リストのうち住所移転や廃業等の理由により発送後に調査

票が調査客体に届かなかったこと（以下「未着」という。）が判明した事業者分については、

調査客体名簿から第１報発送リストを除いた予備リストから同一抽出層より代替事業者を

選定し、追加発送を実施した。追加発送数は表 3-2 に示すとおり 874 件となり、全体の発

送数は 37,730 件（前年度 38,878 件）となった。加えて、大規模の事業者の未着分について

は、ホームページ等で調査し、移転先が判明した先については再発送を行った。 

また、令和６年度調査客体名簿を転記した名簿を基に発送状況を管理し、所定のフォー

マットに基づき総務省への調査履歴登録用名簿（調査結果名簿）を作成した。 

なお、抽出計画数と初回発送数の乖離は、抽出計画数を算出する段階では把握できない

一部有意抽出している事業者と、母集団名簿から抽出した事業者とをマージする際の増減

や、本統計調査特有の重複を除外（グループ企業を特定の 1 社にまとめて送付する場合等）

したことによる減少により差分が発生するものである。それにより、層別の件数が減る場

合は、悉皆層は代替できないため特段の処理は実施しないが、抽出層については、予備リ

ストから代替して抽出計画の総数と一致するように調整を施す。 
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表 3-2 追加発送数 

 
 

Ｒ６ 抽出計画【確定版】

規模 業種
全数
発送

フラグ
母集団 抽出率 抽出計画数

初回
発送数

代替リスト
件数

未着数
（6/9回収分ま

で）

追加
発送数

発送数合計 再発送数
（追加発送時）

大 [食料品製造業] 1 142 100.00% 142 139 0 5 139 4
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 19 100.00% 19 20 0 0 20 0

[酒類製造業］ 1 9 100.00% 9 10 0 0 10 0
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 26 100.00% 26 26 0 0 26 0

医薬品製造業 1 86 100.00% 86 90 0 4 90 4

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 11 100.00% 11 13 0 2 13 2

その他製造業 1 1,505 100.00% 1,505 1,512 0 62 1,512 55

[卸売業] 1 4,052 100.00% 4,052 3,998 0 284 3,998 228

[小売業] 1 1,503 100.00% 1,503 1,454 0 91 1,454 63

外食産業 1 248 100.00% 248 238 0 25 238 13

農家・林家 - - - - - - - - 0

農事組合法人 1 166 100.00% 166 162 0 1 162 1

漁家 - - - - - - - - 0

中 [食料品製造業] 1 586 100.00% 586 582 0 18 582 12
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 60 100.00% 60 56 0 4 56 2

[酒類製造業］ 1 46 100.00% 46 45 0 1 45 1
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 78 100.00% 78 80 0 4 80 2

医薬品製造業 1 144 100.00% 144 137 0 12 137 9

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 49 100.00% 49 46 0 4 46 4

その他製造業 4,597 34.26% 1,575 1,575 527 61 60 1,635 1

[卸売業] 16,986 10.74% 1,825 1,879 1,446 83 83 1,962 0

[小売業] 9,133 20.94% 1,912 1,961 951 83 83 2,044 0

外食産業 12,369 19.85% 2,455 2,465 990 153 153 2,618 0

農家・林家 10,307 23.46% 2,418 2,418 579 27 27 2,445 0

農事組合法人 338 100.00% 338 329 0 7 0 329 0

漁家 2,119 83.77% 1,775 1,775 202 46 46 1,821 0

小 [食料品製造業] 32,798 5.84% 1,915 1,922 484 49 49 1,971 0
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業]  3,094 50.58% 1,565 1,568 348 31 31 1,599 0

[酒類製造業］ 1,939 52.35% 1,015 1,015 298 7 7 1,022 0
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業  959 100.10% 960 958 2 40 2 960 0

医薬品製造業 547 100.00% 547 545 0 29 0 545 0

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業  941 100.00% 941 932 0 62 0 932 0

その他製造業 290,637 0.67% 1,955 1,963 788 76 75 2,038 1

[卸売業] 183,837 0.94% 1,736 1,736 1,892 85 85 1,821 0

[小売業]＆外食産業 817,478 0.24% 1,958 1,958 1,900 108 108 2,066 0

農家・林家・漁家 1,096,591 0.18% 1,958 1,958 742 27 27 1,985 0

農事組合法人 6,786 18.83% 1,278 1,291 5,076 38 38 1,329 0

計 合計 2,500,186 36,856 36,856 16,225 1,529 874 37,730 402

大規模 7,767 7,662 0 474 0 0 370

中規模 13,261 13,348 4,695 503 452 13,800 31

小規模 15,828 15,846 11,530 552 422 16,268 1

注）食料品製造業～その他製造業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

 　　卸売業：仲立業、代理商を除く　「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　小売業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　外食産業：「事業所母集団データベース」（令和3年次フレーム）

　 　農家・林家・農事法人：「2020年農林業センサス」

　 　漁家：「2018年漁業センサス」

抽出計画 実査
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4． 次年度調査に向けた準備 

4.1 調査票回答者情報の整理 

統計表作成等事業において調査票の回収、集計が進められた。抽出数 37,730 件より未着

等の件数 2,102 件を除いた 35,628 件のうち、16,752 件の回収があり、最終的な回収率は

47.02%となった。規模別業種別の回収状況は表 4-1 のとおり。 

 

表 4-1 回収状況  

 

抽出数 未達等数 回収数 R6年度
回収率
(最終）

R5年度
回収率
(最終）

R4年度
回収率
(最終）

R3年度
回収率
(最終）

R2年度
回収率
(最終）

R1年度
回収率
(最終）

合計 合計 37,730 2,102 16,752 47.02 50.01 55.88 55.67 55.18 52.67

食料品製造 2,692 107 1,199 46.38 51.12 54.62 57.32 55.93 53.81
清涼飲料 1,675 66 717 44.56 46.54 49.66 50.66 54.15 49.54
酒類製造業 1,077 13 572 53.76 57.60 61.49 63.39 64.31 62.84
油脂加工製品 1,066 50 496 48.82 53.69 55.30 57.92 59.11 59.36
医薬品製造 772 50 431 59.70 58.44 66.80 66.92 67.05 68.28
化粧品 991 80 408 44.79 46.47 52.00 51.55 52.25 53.64
その他製造 5,185 234 2,698 54.49 57.08 60.25 62.48 64.06 62.36
卸売業 7,781 469 3,963 54.20 56.19 62.74 62.60 63.00 61.59
小売業 4,838 303 2,213 48.80 50.54 58.08 56.90 57.63 55.21
一般飲食店 3,582 345 989 30.55 32.65 41.88 40.09 38.82 34.02
農家・林家 4,282 217 1,214 29.86 36.15 44.49 43.35 38.07 33.03
農事法人 1,820 73 1,000 57.24 63.42 66.74 63.85 60.56 58.35
漁家 1,969 95 852 45.46 46.92 52.62 51.17 45.81 44.50

大 合計 7,662 424 4,150 57.34 56.66 63.99 65.40 66.81 65.06

食料品製造 139 2 95 69.34 75.00 77.70 79.87 77.63 76.00
清涼飲料 20 0 13 65.00 76.47 88.24 68.75 68.75 75.00
酒類製造業 10 0 9 90.00 70.00 100.00 90.00 90.00 90.00
油脂加工製品 26 0 18 69.23 56.67 68.97 78.57 75.86 83.33
医薬品製造 90 3 58 66.67 68.82 75.26 77.78 75.86 75.28
化粧品 13 1 8 66.67 58.33 75.00 83.33 81.82 75.00
その他製造 1,512 47 942 64.30 62.97 70.18 73.00 73.27 71.95
卸売業 3,998 252 2,132 56.91 56.86 64.82 65.63 68.05 65.44
小売業 1,454 91 723 53.04 51.45 58.73 59.22 61.14 60.63
一般飲食店 238 27 72 34.12 27.24 37.59 44.64 43.94 42.21
農家・林家 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
農事法人 162 1 80 49.69 59.01 55.90 53.85 53.79 52.38
漁家 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中 合計 13,800 713 5,881 44.94 48.37 54.11 52.55 52.12 50.28

食料品製造 582 18 362 64.18 65.35 70.77 71.53 71.08 70.19
清涼飲料 56 2 31 57.41 60.00 72.00 68.52 64.41 71.43
酒類製造業 45 1 30 68.18 75.00 83.72 94.87 94.87 92.31
油脂加工製品 80 3 51 66.23 74.19 76.92 85.00 82.09 75.36
医薬品製造 137 8 77 59.69 55.37 64.00 73.21 68.14 64.35
化粧品 46 6 27 67.50 52.63 69.44 74.29 71.43 74.29
その他製造 1,635 69 864 55.17 61.89 61.36 60.49 65.84 65.98
卸売業 1,962 100 1,055 56.66 59.39 64.49 62.27 61.89 63.53
小売業 2,044 119 985 51.17 53.67 58.81 59.20 59.21 56.67
一般飲食店 2,618 231 720 30.16 34.20 42.69 38.85 39.77 35.39
農家・林家 2,445 68 673 28.31 32.38 40.61 41.01 37.96 33.77
農事法人 329 10 177 55.49 61.04 64.06 57.31 53.56 55.23
漁家 1,821 78 829 47.56 48.76 54.21 53.18 47.22 46.60

小 合計 16,268 965 6,721 43.92 48.24 53.44 53.38 51.90 48.57

食料品製造 1,971 87 742 39.38 45.02 47.99 51.19 49.60 47.15
清涼飲料 1,599 64 673 43.84 45.76 48.49 49.84 53.61 48.50
酒類製造業 1,022 12 533 52.77 56.72 60.16 61.90 62.87 61.43
油脂加工製品 960 47 427 46.77 52.22 53.33 55.39 56.76 57.26
医薬品製造 545 39 296 58.50 57.28 65.89 63.33 65.24 67.92
化粧品 932 73 373 43.42 46.03 50.91 49.86 50.89 52.26
その他製造 2,038 118 892 46.46 48.99 52.28 55.22 54.85 51.12
卸売業 1,821 117 776 45.54 51.04 56.10 56.26 53.46 52.11
小売業 1,340 93 505 40.50 43.51 55.91 49.91 50.18 45.10
一般飲食店 726 87 197 30.83 29.43 40.86 42.23 33.79 26.54
農家・林家 1,837 149 541 32.05 41.70 50.09 46.76 38.23 32.09
農事法人 1,329 62 743 58.64 64.60 68.80 66.09 62.90 59.77
漁家 148 17 23 17.56 24.65 32.35 25.90 26.42 24.11
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追加発送等を加え確定した令和６年度調査客体名簿を基に、表 4-2 に示す項目を加えた回

収管理表を作成し統計表作成等事業と共有した。統計表作成等事業において回答調査票や

問い合わせ電話等により収集した変更情報等を回収管理表に整理し、その情報を発送名簿

作成時に反映した。 

 

表 4-2 回収管理表掲載項目 

項目 内容 詳細 

SEQ 本調査における発送時 ID 8 桁 

企業名 調査客体名 
 

変更後企業名 調査客体名 修正がある場合のみ 

郵便番号 調査客体発送先郵便番号 8 桁 

変更後郵便番号 調査客体発送先郵便番号 修正がある場合のみ 

住所 調査客体発送先住所 
 

変更後住所 調査客体発送先住所 修正がある場合のみ 

担当部署 前年度調査時の調査客体担当部署 追加、又は上書き修正 

連絡先 前年度調査時の調査客体担当連絡先電話

番号 

追加、又は上書き修正 

メモ 備考 
 

督促発送フラグ 督促状を送付した調査客体 １：代替候補企業 

０：発送済み企業 

再送依頼フラグ 電話問い合わせにて再送依頼のあった調

査客体フラグ 

１：受電 

２：大手督促発信の時請求 

破棄案内フラグ 電話問い合わせにて調査票破棄とした調

査客体フラグ 

１：受電 

２：大手督促発信の時請求 

破棄の理由等 調査票破棄とした調査客体の理由 
 

支店・事務所フラグ 電話問い合わせにて本社・本店での一括

回答とした調査客体フラグ 

１：支店・事務所  

合併フラグ 電話問い合わせにて合併した調査客体フ

ラグ 

１：自社が存続会社 

２：自社が非存続会社 

４：自社が非存続会社で存続会社が調査対象とな

っていない 

※３は、コードなし 

再送フラグ 再送依頼のあった調査客体の再送済みフ

ラグ 

１：再送済み 

重複確認フラグ 調査客体の重複がある場合のフラグ １：破棄調査票 

２：回答調査票（絶対送付企業以外） 

３：回答調査票（絶対送付企業） 

重複時 SEQ 調査客体の重複がある場合に存続する発

送時 ID 

 

4.2 次年度調査客体抽出計画 

次年度調査客体の抽出計画作成のために、母集団となる統計名簿について、経済産業省

（事業所母集団データベース）及び農林水産省（農林業センサス、漁業センサス）と共同

で目的外利用申請（二次利用申請）を行った。また、統計名簿を基に令和７年度調査客体

の抽出計画を作成した。 

平成８年度から始まった本調査では、これまで業種区分設定の見直しや、規模別業種別

の誤差率設定の見直し等を行いつつ抽出計画を策定してきた。表 4-3 に、本調査における

過去の抽出計画数の推移とその変化要因を示す。  
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表 4-3 本年度調査までの抽出計画数 

年度 
抽出 

計画数 

実際の 

発送数 
要因 

平成 8年度 83,766 (82,347)  

平成 9年度 58,258 (57,984) 業種区分を大きく変更 

平成 10 年度 35,460 (34,632) 小、中規模の業種区分の変更及び小規模の誤差率を 3.5 に変更 

平成 11年度 41,777 (40,486) 中規模の業種区分を元に戻す 

平成 12 年度 41,741 (40,061) 前年度と同様 

平成 13 年度 41,322 (40,638) 前年度と同様 

平成 14 年度 41,870 (40,353) 前年度と同様 

平成 15 年度 41,269 （39,577） 前年度と同様 

平成 16 年度 41,174 （39,488） 前年度と同様 

平成 17 年度 41,415 （37,751） 前年度と同様 

平成 18 年度 40,698 （39,145） 前年度と同様 

平成 19 年度 39,700 （39,644） 前年度と同様 

平成 20 年度 39,614 （38,482） 前年度と同様 

平成 21 年度 41,088 （37,844） 前年度と同様 

平成 22 年度 40,626 （38,542） 前年度と同様 

平成 23 年度 41,141 （39,193） 前年度と同様 

平成 24 年度 40,508 （39,331） 前年度と同様 

平成 25 年度 41,110 （38,721） 前年度と同様 

平成 26 年度 40,497 （38,317） 前年度と同様 

平成 27 年度 39,677 （37,089） 小規模の想定回収率について 35％から 40％に変更 

平成 28 年度 37,085 （37,758） 
想定回収率を一律 40％に設定している小、中規模において回収率実績

が 55％を超える業種区分は想定回収率を 50％に変更 

平成 29 年度 38,193 （39,676） 

想定回収率を一律 40％に設定している小、中規模において回収率実績

が 55％を超える業種区分は想定回収率を 55％、50％を超える業種区分

は 50％に変更 

平成 30 年度 37,095 （38,843） 

想定回収率を一律 40％に設定している小、中規模において回収率実績

が 65％を超える業種区分は想定回収率を 60％、55％を超える業種区分

は想定回収率を 55％、50％を超える業種区分は 50％、45％を超える業

種区分は 45％に変更 

令和元年度 36,062 （37,389） 前年度と同様 

令和 2年度 36,196 （37,808） 前年度と同様 

令和 3年度 36,331 （37,901） 前年度と同様 

令和 4年度 37,485 （38,534） 

想定回収率を一律 40％に設定している小、中規模において、過年度の

回収率実績に基づき想定回収率を引き上げていた業種区分のうち、令

和 3 年度調査で想定回収率に達しなかった業種区分について、想定回

収率を 60％、55％、50％、45％から 55％、50％、45％、40％と引き下

げ。 

令和 5年度 37,425 （38,878） 前年度と同様 

令和 6年度 36,856 （37,730） 前年度と同様 

令和 7年度 36,785 －  

 

昨年度事業において作成された本年度（令和６年度）調査の抽出計画においては、統計
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的な誤差率を、大規模及び中規模事業者については 3.0、小規模事業者については 3.5 に設

定し、抽出計画数を 36,856 件（令和５年度 37,425 件）とした。本年度の抽出数と過年度調

査の回収実績（回収率）に基づき、次年度（令和７年度）調査の想定回収率について確認

したうえで、前年度と同様の想定回収率を設定した。 

母集団と抽出数及び想定回収率に基づく誤差率については、全体（表 4-4）、経済産業省

管轄分（表 4-5）、農林水産省管轄分（表 4-6）の各表のとおりであり、これらを踏まえた

最終的な抽出計画は表 4-7 に示す。次年度の抽出計画数は 36,785 件となった。 
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表 4-4 母集団と抽出数及び想定回収率に基づいた誤差率（全体）  

 

事業所母集団データベース（工業分）

母集団 抽出数 回収数

業種 企業数 企業数 企業数

資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上 資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上

資本金 資本金 資本金 資本金 資本金

不明 １億円未満+不明 １億円未満 １～10億円 10億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[食料品製造業] 10,210 32,862 22,652 582 140 0.058 1,915 1.00 582 1.00 140 0.40 766 3.50 0.40 233 4.98 0.60 84 6.79

[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1,370 3,112 1,742 58 21 0.503 1,565 1.00 58 1.00 21 0.40 626 3.50 0.40 23 16.01 0.60 13 17.19

[酒類製造業］ 113 1,973 1,860 48 9 0.517 1,020 1.00 48 1.00 9 0.55 561 3.50 0.40 19 17.66 0.60 5 30.99

油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 76 974 898 79 28 0.993 967 1.00 79 1.00 28 0.45 435 3.50 0.40 32 13.45 0.60 17 15.17

医薬品製造業 21 555 534 148 80 1.000 555 1.00 148 1.00 80 0.40 222 5.10 0.40 59 9.93 0.60 48 9.00

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 36 966 930 50 12 1.000 966 1.00 50 1.00 12 0.40 386 3.87 0.40 20 17.15 0.60 7 24.97

その他製造業 88,906 290,794 201,888 4,553 1,461 0.007 1,955 0.35 1,573 1.00 1,461 0.40 782 3.50 0.55 865 3.00 0.60 877 2.09

合計 100,732 331,236 230,504 5,518 1,751 0.03 8,943 0.46 2,538 1.00 1,751 - 3,778 - - 1,251 - - 1,051 -

母集団計 338,505 抽出計: 13,232 標本計 6,080 誤差率(±) 1.25

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

事業所母集団データベース（商業分）

母集団 抽出数 回収数

企業数（資本金） 　資本金３千万円未満企業(推定) 資本金３千万～１億円 　資本金１億円以上 資本金３千万円未満企業(推定) 　資本金３千万～１億円 　　資本金１億円以上

不明 ３千万円未満+不明 ３千万円未満 ３千万～１億円 １億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[卸売業] 35,327 185,989 150,662 16,912 4,010 0.0093 1,736 0.11 1,825 1.00 4,010 0.45 781 3.50 0.55 1,004 3.00 0.60 2,406 1.26

飲食料品 9,356 40,675 31,319 3,262 591 0.0093 380 0.11 352 1.00 591 0.45 171 3.50 0.55 194 3.00 0.60 355 1.26

飲食料品以外 25,971 145,314 119,343 13,650 3,419 0.0093 1,356 0.11 1,473 1.00 3,419 0.45 610 3.50 0.55 810 3.00 0.60 2,051 1.37

[小売業] 303,414 523,686 220,272 9,076 1,464 0.0024 1,245 0.21 1,910 1.00 1,464 0.40 501 3.50 0.50 955 3.00 0.60 878 2.09

飲食料品 100,807 144,215 43,408 1,739 268 0.0024 343 0.21 366 1.00 268 0.40 137 3.50 0.50 183 3.00 0.60 161 2.09

飲食料品以外 202,607 379,471 176,864 7,337 1,196 0.0024 902 0.21 1,544 1.00 1,196 0.40 361 3.50 0.50 772 3.00 0.60 718 2.09

合計 338,741 709,675 370,934 25,988 5,474 0.0042 2,981 0.14 3,735 1.00 5,474 - 1,282 - - 1,959 - - 3,284 -

母集団計： 741,137 抽出計: 12,190 標本計: 6,525 誤差率(±) 1.21

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

事業所母集団データベース（外食産業分）

母集団 抽出数 回収数
不明 資本金1千万

円未満（法人）
＋個人事業主
+不明

資本金1千万

円未満（法人）
＋個人事業主

資本金10千万

～1億円（法
人）

資本金1億円

以上（法人）

抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

外食産業 5,186 300,237 295,051 12,346 219 0.0024 713 0.20 2,455 1.00 219 0.40 285 3.50 0.40 982 3.00 0.60 131 5.44

合計 5,186 300,237 295,051 12,346 219 0.0024 713 0.20 2,455 1.00 219 - 285 - - 982 - - 131 -

母集団計： 312,802 抽出計: 3,387 標本計: 1,398 誤差率(±) 2.62

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

　　誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

農林業センサス・漁業センサス

母集団 抽出数 回収数

販売額５千万円以下 販売額５千万円以上 販売額５千万円以下 販売額５千万円以上

販売額５千万円以下 販売額５千万円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

1,014,903 10,307 - 0.0018 1,836 0.23 2,418 - - 40.00 734 3.62 0.40 967 3.00 - - -

販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上

6,786 338 166 0.19 1,278 1.00 338 1.00 166 0.55 703 3.50 0.45 152 5.91 0.60 100 6.20

販売額１億円未満 販売額１億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上

67,445 2,282 - 0.0018 122 0.80 1,818 - - 40.00 49 14.00 0.40 727 3.00 - - -

農家合計 1,032,500 0.0058 6,036 2,656 1.90

漁家合計 1,102,227 0.0072 7,976 3,432 1.67

(注)発送数は抽出率より算定し四捨五入 母集団合計 2,494,671 抽出計： 36,785

    標本数は回収率より算定し四捨五入（ただし、合計欄は各項目の合計）

　　抽出台帳：農家・林家及び農事組合法人：「2020年農林業センサス」

　　　　　　漁家：「2023年漁業センサス」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

漁業

業種

資本金10千万～1億円（法
人）

資本金1億円以上（法人）資本金10千万～1億円（法人）資本金1千万円未満（法人）
＋個人事業主

資本金1千万円未満（法人）＋個人事業主

漁家

業種

業種

資本金1億円以上（法人）

農家・林家

農事組合法人

農業



 

4-6 

表 4-5 母集団と抽出数及び想定回収率に基づいた誤差率（経済産業省管轄分） 

 

 

  

事業所母集団データベース（工業分）

母集団 抽出数 回収数

企業数 企業数 企業数

資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上 資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上

資本金 資本金 資本金 資本金 資本金

不明 １億円未満+不明 １億円未満 １～10億円 10億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[酒類製造業］ 113 1,973 1,860 48 9 0.517 1,020 1.00 48 1.00 9 0.55 561 3.50 0.40 19 17.66 0.60 5 30.99

油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 76 974 898 79 28 0.993 967 1.00 79 1.00 28 0.45 435 3.50 0.40 32 13.45 0.60 17 15.17

医薬品製造業 21 555 534 148 80 1.000 555 1.00 148 1.00 80 0.40 222 5.10 0.40 59 9.93 0.60 48 9.00

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 36 966 930 50 12 1.000 966 1.00 50 1.00 12 0.40 386 3.87 0.40 20 17.15 0.60 7 24.97

その他製造業(飼料・有機質肥料製造業を除く) 88,704 289,614 200,910 4,507 1,448 0.007 1,947 0.35 1,557 1.00 1,448 0.30 779 3.51 0.40 856 3.02 0.60 869 2.10

その他製造業 88,906 290,794 201,888 4,553 1,461 0.007 1,955 0.35 1,573 1.00 1,461 0.40 782 3.50 0.55 865 3.00 0.60 877 2.09

合計 88,950 294,082 205,132 4,832 1,577 0.019 5,455 0.39 1,882 1.00 1,577 - 2,383 2.00 - 986 - - 946 -

母集団計 300,491 抽出計: 8,914 標本計 4,315 誤差率(±) 1.48
(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」
    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

　網掛けは、経済産業省管轄分として発送するものではないもの

事業所母集団データベース（商業分）

母集団 抽出数 回収数

企業数（資本金） 　資本金３千万円未満企業(推定) 資本金３千万～１億円 　資本金１億円以上 資本金３千万円未満企業(推定) 　資本金３千万～１億円 　　資本金１億円以上

不明 ３千万円未満+不明 ３千万円未満 ３千万～１億円 １億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[卸売業] 35,327 185,989 150,662 16,912 4,010 0.0093 1,736 0.11 1,825 1.00 4,010 0.45 781 3.50 0.55 1,004 3.00 0.60 2,406 1.26

飲食料品 9,356 40,675 31,319 3,262 591 0.0093 380 0.11 352 1.00 591 0.45 171 3.50 0.55 194 3.00 0.60 355 1.26

飲食料品以外 25,971 145,314 119,343 13,650 3,419 0.0093 1,356 0.11 1,473 1.00 3,419 0.45 610 3.50 0.55 810 3.00 0.60 2,051 1.37

[小売業] 303,414 523,686 220,272 9,076 1,464 0.0024 1,245 0.21 1,910 1.00 1,464 0.40 501 3.50 0.50 955 3.00 0.60 878 2.09

飲食料品(酒を除く) 100,807 144,215 43,408 1,739 268 0.0024 343 0.21 366 1.00 268 0.40 137 3.50 0.50 183 3.00 0.60 161 2.09

飲食料品（酒を除く）以外 202,607 379,471 176,864 7,337 1,196 0.0024 902 0.21 1,544 1.00 1,196 0.40 361 3.50 0.50 772 3.00 0.60 718 2.09

合計 228,578 524,785 296,207 20,987 4,615 0.0042 2,258 0.14 3,017 1.00 4,615 - 971 - - 1582 - - 2,769 -

母集団計： 550,387 抽出計: 9,890 標本計: 5,322 誤差率(±) 1.34

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

　網掛けは、経済産業省管轄分として発送するものではないもの

母集団合計 850,878 抽出計： 18,804

業種

業種
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表 4-6 母集団と抽出数及び想定回収率に基づいた誤差率（農林水産省管轄分） 

事業所母集団データベース（工業分）

母集団 抽出数 回収数

企業数 企業数 企業数

資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上 資本金１億円未満（推定） 資本金１～10億円 資本金10億円以上

資本金 資本金 資本金 資本金 資本金

不明 １億円未満+不明 １億円未満 １～10億円 10億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[食料品製造業] 0 22,652 22,652 582 140 0.058 1,915 1.00 582 1.00 140 0.40 766 3.50 0.40 233 4.98 0.60 84 6.79

[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 0 1,742 1,742 58 21 0.503 1,565 1.00 58 1.00 21 0.40 626 3.50 0.40 23 16.01 0.60 13 17.19

その他製造業（飼料・有機質肥料製造業） 202 1,180 978 46 13 0.007 8 0.35 16 1.00 13 0.40 3 3.50 0.55 9 3.00 0.60 8 2.09

その他製造業 88,906 290,794 201,888 4,553 1,461 0.007 1,955 0.35 1,573 1.00 1,461 0.40 782 3.50 0.55 865 3.00 0.60 877 2.09

合計 202 25,574 25,372 686 174 0.136 3,488 0.96 656 1.00 174 - 1,395 - - 265 - - 105 -

母集団計 26,434 抽出計: 4,318 標本計 1,765 誤差率(±) 2.25
(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」
    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

　網掛けは、農林水産省管轄分として発送するものではないもの

事業所母集団データベース（商業分）

母集団 抽出数 回収数

企業数（資本金） 　資本金３千万円未満企業(推定) 資本金３千万～１億円 　資本金１億円以上 資本金３千万円未満企業(推定) 　資本金３千万～１億円 　　資本金１億円以上

不明 ３千万円未満+不明 ３千万円未満 ３千万～１億円 １億円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

[卸売業] 35,327 185,989 150,662 16,912 4,010 0.009 1,736 0.11 1,825 1.00 4,010 0.45 781 3.50 0.55 1,004 3.00 0.60 2,406 1.26

飲食料品 9,356 40,675 31,319 3,262 591 0.009 380 0.11 352 1.00 591 0.45 171 3.50 0.55 194 3.00 0.60 355 1.26

[小売業] 303,414 523,686 220,272 9,076 1,464 0.002 1,245 0.21 1,910 1.00 1,464 0.40 501 3.50 0.50 955 3.00 0.60 878 2.09

飲食料品(酒を除く) 100,807 144,215 43,408 1,739 268 0.002 343 0.21 366 1.00 268 0.40 137 3.50 0.50 183 3.00 0.60 161 2.09

合計 110,163 184,890 74,727 5,001 859 0.004 723 0.14 718 1.00 859 - 308 - - 377 - - 516 -

母集団計： 190,750 抽出計: 2,300 標本計: 1,201 誤差率(±) 2.82

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)
　網掛けは、農林水産省管轄分として発送するものではないもの

事業所母集団データベース（外食産業分）

母集団 抽出数 回収数

抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

外食産業（法人企業） 300,237 12,346 219 0.0024 713 0.20 2,455 1.00 219 0.40 285 3.50 0.40 982 3.00 0.60 131 5.44

合計 300,237 12,346 219 0.0024 713 0.20 2,455 1.00 219 - 285 - - 982 - - 131 -

母集団計： 312,802 抽出計: 3,387 標本計: 1,398 誤差率(±) 2.62

(注)抽出台帳：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」

　　誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

農林業センサス・漁業センサス

母集団 抽出数 回収数

販売額５千万円以下 販売額５千万円以上 販売額５千万円以下 販売額５千万円以上

販売額５千万円以下 販売額５千万円以上 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 抽出率 抽出数 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±) 回収率 標本数 誤差率(±)

1,014,903 10,307 0.002 1,836 0.235 2,418 40.00 734 3.62 0.40 967 3.00

販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上３億円未満 販売額３億円以上

6,786 338 166 0.188 1,278 1.000 338 1.00 166 0.55 703 3.50 0.45 152 5.91 0.60 100 -

販売額１億円未満 販売額１億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上 販売額１億円未満 販売額１億円以上

67,445 2,282 0.002 122 0.797 1,818 40.00 49 14.00 0.40 727 -

農家合計 1,032,500 0.0058 6,036 2,656 1.90

漁家合計 1,102,227 0.0072 7,976 3,432 1.67

(注)発送数は抽出率より算定し四捨五入 母集団合計 1,632,213 抽出計： 17,981

    標本数は回収率より算定し四捨五入（ただし、合計欄は各項目の合計）

　　抽出台帳：農家・林家及び農事組合法人：「2020年農林業センサス」

　　　　　　漁家：「2023年漁業センサス」

    誤差率は、無作為抽出を仮定した場合の値(α=５％)

業種

業種

業種

業種

資本金1億円以上（法人）、
従業員50人以上（個人）

資本金2～10千万円（法

人）、従業員30～49人（個

人）

資本金1億円以上（法人）、

従業員50人以上（個人）

資本金2千万円未満（法人）、

従業員30人未満（個人）
資本金2～10千万円（法
人）、従業員30～49人（個
人）

資本金1億円以上（法人）、
従業員50人以上（個人）

資本金2～10千万円（法人）、従業員30～49人

（個人）
資本金2千万円未満（法
人）、従業員30人未満（個
人）

資本金2千万円未満（法人）、従業員30人
未満（個人）

農事組合法人

漁家漁業

農家・林家

農業
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表 4-7 次年度（令和７年度）調査業種別規模別抽出計画数（全体）  

  

4.3 重複是正と次年度発送リスト作成 

抽出計画に基づき、各統計名簿より必要件数の事業者情報を抽出し、令和７年度調査の

第１報発送リストを作成した。作成にあたっては、所定のフォーマットに基づき総務省に

提出する調査対象名簿の形式とし、経済産業省に提出・依頼し、総務省の重複是正を受け

た。重複是正指示があった事業者については、各統計名簿より代替事業者を抽出し、令和

７年度調査客体名簿を作成した。 

 

 

規模 業種
全数発送
フラグ

母集団 抽出率 発送数 想定回収率 標本数 誤差率

大 [食料品製造業] 1 140 100.00% 140 60.00 84 6.79
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 21 100.00% 21 60.00 13 17.19
[酒類製造業］ 1 9 100.00% 9 60.00 5 30.99
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 28 100.00% 28 60.00 17 15.17
医薬品製造業 1 80 100.00% 80 60.00 48 9.00
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 12 100.00% 12 60.00 7 24.97
その他製造業 1 1,461 100.00% 1,461 60.00 877 2.09
[卸売業] 1 4,010 100.00% 4,010 60.00 2,406 1.26
[小売業] 1 1,464 100.00% 1,464 60.00 878 2.09
外食産業 1 219 100.00% 219 60.00 131 5.44
農家・林家 - - - - - -
農事組合法人 1 166 100.00% 166 60.00 100 6.20
漁家 - - - - - -

中 [食料品製造業] 1 582 100.00% 582 40.00 233 4.98
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業] 1 58 100.00% 58 40.00 23 16.01
[酒類製造業］ 1 48 100.00% 48 40.00 19 17.66
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業 1 79 100.00% 79 40.00 32 13.45
医薬品製造業 1 148 100.00% 148 40.00 59 9.93
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1 50 100.00% 50 40.00 20 17.15
その他製造業 4,553 34.55% 1,573 55.00 865 3.00
[卸売業] 16,912 10.79% 1,825 55.00 1,004 3.00
[小売業] 9,076 21.04% 1,910 50.00 955 3.00
外食産業 12,346 19.88% 2,455 40.00 982 3.00
農家・林家 10,307 23.46% 2,418 40.00 967 3.00
農事組合法人 338 100.00% 338 45.00 152 5.91
漁家 2,282 79.67% 1,818 40.00 727 3.00

小 [食料品製造業] 32,862 5.83% 1,915 40.00 766 3.50
[清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業及び製氷業]  3,112 50.29% 1,565 40.00 626 3.50
[酒類製造業］ 1,973 51.70% 1,020 55.00 561 3.50
油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業  974 99.28% 967 45.00 435 3.50
医薬品製造業 555 100.00% 555 40.00 222 5.10
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業  966 100.00% 966 40.00 386 3.87
その他製造業 290,794 0.67% 1,955 40.00 782 3.50
[卸売業] 185,989 0.93% 1,736 45.00 781 3.50
[小売業]＆外食産業 823,923 0.24% 1,958 40.00 783 3.50
農家・林家・漁家 1,082,348 0.18% 1,958 40.00 783 3.50
農事組合法人 6,786 18.83% 1,278 55.00 703 3.50

計 合計 2,494,671 36,785
大規模 7,610
中規模 13,302
小規模 15,873

注）食料品製造業～その他製造業：「事業所母集団データベース」（令和4年次フレーム）
　　卸売業：仲立業、代理商を除く　「事業所母集団データベース」（令和4年次フレーム）
　　小売業：「事業所母集団データベース」（令和4年次フレーム）
　　外食産業：「事業所母集団データベース」（令和4年次フレーム）
　　農家・林家・農事法人：「2020年農林業センサス」
　　漁家：「2023年漁業センサス」
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5． 容器包装利用・製造等実態調査における政府統計共同利用システム（e-

survey）導入に向けた検討 

政府が実施する統計におけるオンライン回答率のさらなる向上や回答者コストの軽減、

費用の低減等を目的に、政府統計共同利用システム（e-survey）導入に向けた設計案（どの

ような仕様とするべきか等）の検討及び作成作業を行った。 

5.1 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフローの整理 

現状のワークフローおよび e-survey 導入による追加ワークフローについて調査のプロセ

ス（調査票発送／回収・点検・整理・電子化／督促／疑義照会）ごとに整理した。 

5.1.1 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（調査票発送） 

調査票発送に係る現状のワークフローを整理し、e-survey を導入する上で検討が必要な

論点を図 5-1 の通り、整理した。 

e-survey へログインするための ID およびパスワードの設定方法および客体への通知方法

について、検討が必要である。 

 

図 5-1 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（調査票発送） 

 

5.1.2 現状のワークフローと e-survey 導入による追加ワークフロー（回収・点検・整

理・電子化） 

回収・点検・整理・電子化に係る現状のワークフローと e-survey を導入した場合のワー

クフローを図 5-2 の通り整理した。 

郵送返却と e-govは既に実施しているフローであり、右に e-survey導入で想定されるワー

クフロー（赤枠）を追加している。 

委託する印刷会社の選定と準備

発送名簿の確認

調査関係書類の印刷及び
封入・封緘及び発送

調査資材発送のための情報入手

調査関係書類の作成

ホームページ掲載
コンテンツの確認

追加発送

経済産業省担当者及び農林水産省担当
者と合意

発送名簿及び予備リストの入手

（休業・廃業等の連絡がある企業）
標本の入れ替え

調査客体に到着・回答・返送

調査票の返送

・e-surveyのID、Passをどのように設定する
か？
・下記の対応は、どちらの業務の事業者が生
成するのか？前年度業務の事業者か、今年
度業務の事業者か？
-ID、Pass生成
-e-surveyのマニュアル作成
-e-surveyのマニュアル更新



 

5-10 

 

e-survey導入により e-gov（黒枠内）のワークフローが置き換わる。e-govのワークフロー

では、オンラインで回収した電子調査票は印刷の上、紙媒体としてパンチ入力を行ってい

る。e-survey のワークフローに置き換わった場合、電子調査票を印刷するプロセスが無く

なるため、紙媒体の取り扱いは一定程度減少するものと見込まれる。 

 

 

図 5-2 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（回収・点検・整

理・電子化） 

 

5.1.3 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（督促） 

督促に係る現状のワークフローを整理し、e-survey を導入する上で検討が必要な論点を

図 5-3の通り、整理した。 

他の統計調査においては、督促はがき上に、e-survey の ID およびパスワードを印字し、

調査票を紛失した場合も、e-survey にログインし回答完了が可能としている事例もある。

本調査においても、e-survey の導入後は、督促はがきにはログイン情報を印字することで、

より効果的な回収率の向上に繋がるものと考えられる。 

担当者 e-survey（オンライン調査システム）回答の調査票

調査事務局

（SRC）

調査事務局

（MRA）

経産省

農水省

調査対象企業

e-gov（電子申請システム）回答の調査票郵送返却（紙媒体）の調査票

e-survey

システム

調査票（FAX）の受信・出力

【調査事務局：SRC】

調査票（紙媒体）

回収調査票（紙媒体）の点検

有効票（紙媒体）

e-Gov申請の受領・電子調査票入手

【経産省】

【調査対象企業】

調査票（紙媒体）への回答

調査票（紙媒体）の受領

【経産省】【農水省】

電子調査票

【調査対象企業】

電子調査票のダウンロード及び回答

e-Gov処理・電子調査票送付

【経産省】

電子調査票受領・確認・印刷

【調査事務局：SRC】

電子調査票

調査票（紙媒体）

調査票（紙媒体）

調査票（紙媒体）の回収

【調査事務局：SRC】

調査票（紙媒体）

調査票（紙媒体）

有効票の判断

回答データの回収管理・移管管理

ファイルへの登録

回答データ（電子化）有効票（紙媒体）

無効票・重複票

MRAへ移管

【パンチ入力会社】

回収管理データベース

ローデータ

MRAへ送付

【パンチ入力会社】

無効票・重複票

（紙媒体）

MRAへ移管

【調査事務局：SRC】

各省へ納品

【MRA】

調査票の廃棄

【MRA】

未着封筒 NO YES

電子調査票受領・確認・転送

【MRA】

電子調査票

有効票の移管

【調査事務局：SRC】

【調査対象企業】

e-surveyシステムログイン

回答登録・電子審査

回答データ管理

回答

回答データダウンロード・確認

回答データ群

ローデータ形式への変換

パンチ済有効票

（紙媒体）

受付状況の取得

電子化作業

【パンチ入力会社】

回収管理ファイル登録

のためのデータ加工
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図 5-3 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（督促） 

 

5.1.4 現状のワークフローと e-survey導入による追加ワークフロー（疑義照会） 

現状の紙調査票に対して実施している審査を電子調査票上で実装することで、e-survey

で回答された調査票には審査結果がエラーのものは含まれないため、現状の疑義照会のワ

ークフローには影響しない。 

e-surveyの回答システムでは、現状の審査論理をすべて実装するため、これまで紙調査

票にて回答していた客体の中には、回答した数値の大小関係に矛盾がある場合などにエラ

ーとなり、最終的な回答提出の画面まで進めず、途中まで回答していたものの提出を断念

する客体が出てくる可能性がある。 

5.2 e-surveyの利用を前提した実現可能性の検討 

e-survey の利用を前提した実現可能性の検討として、実装すべき審査論理、項目定義書

案および画面遷移のフローの整理を行った。 

5.2.1 実装すべき審査論理の整理 

実装すべき審査論理案を図 5-4 の通り、整理した。審査論理案の検討にあたり、現状の

調査で利用している審査論理のエラーを、レベル別に区分けした。明らかな誤り、不備に

より修正が必須の内容をエラーレベル E（Error）、明らかな誤りとは判定できないが誤りの

可能性が高いものをエラーレベル W（Warning）とした。e-survey の回答システムでは、明

らかな誤り、不備となる回答が提出されることを排除するため、エラーレベル E のエラー

を回答システムに実装する方針が良いものと考えられる。一方で、エラーレベル W のエラ

ーについては回答データからは修正が必要であるかどうかの判定ができないことから、回

電話による督促 はがきによる督促

事前準備

督促ハガキ①の発送

督促はがき①の作成

大手事業者への電話督促①

経済産業省担当者及び農林水産省担当

者と合意

督促対象名簿①の作成

督促架電対象リストの作成

督促架電対象リストの作成

督促対象名簿➁の作成

督促ハガキ➁の発送

大手事業者への電話督促➁

本省による電話督促役所架電対象リストの作成

督促対象名簿③の作成

督促ハガキ③の発送

・e-surveyの案内を掲載するか？
掲載する場合はどのようなレイア
ウトにするか？
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答システムへの実装はせず、必要に応じて客体に疑義照会を行う方針が良いものと考えら

れる。 

 
図 5-4 審査論理案 

5.2.2 項目定義書案の作成 

項目定義書案を図 5-5 の通り、整理した。 

 

図 5-5 項目定義書案 
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5.2.3 画面遷移案の作成 

画面遷移案を図 5-6の通り、整理した。 

 

 

図 5-6 画面遷移案 

  



 

5-14 

 

5.3 導入スケジュール案の整理 

容器包装利用・製造等実態調査において令和８年調査から e-survey を導入するためのス

ケジュール案を図 5-7 のとおり、整理した。 

令和８年に運用開始を前提とすると、令和７年中に、e-survey の実装と各種試験を完了

させる必要がある。また、令和８年調査資材および名簿の確定が例年どおり 4 月末とする

と、調査開始までの運用前試験の時間がタイトとなる。 

導入スケジュールの策定にあたっては、これらの点に留意する必要がある。 

 

 

 

図 5-7 導入スケジュール案 
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6． 本年度調査を踏まえた改善提案等 

6.1 次年度以降の対応課題・提案 

6.1.1 回答のオンライン化について 

例年どおり、調査依頼文、記入上の注意（全８頁）における回答方法については、郵送

とオンライン回答の主に二つの回答方法があることを明示した。回収件数におけるオンラ

イン回答の割合は、年々増加傾向にあったが、令和６年度調査においても全体の回収件数

の 7.7％となり、前年（6.2％）を上回る結果となった。本年度は、前年度に引き続き、発

送層別のオンライン回答率を逐次把握できる運用とした。今後も回収率やオンライン回収

率の動きについて発送層別に確認して、適切な回収率向上策を打つことが望ましい。 

加えて、オンライン回答の回答票については、回答システムとして e-survey を導入する

ことで、客体がブラウザのみで回答できるようになるため、オンライン回収率のさらなる

向上が見込まれる。 

e-survey の導入については、本年度の検討結果を踏まえ、令和８年度の実装に向けてさ

らに詳細な検討を進める必要がある。 

6.1.2 調査に係るデータの電子管理について 

発送、問い合わせ、督促、回収管理及び疑義照会については、それらの記録を一元管理

することで、即時共有・検索が可能となり、より効率的な調査実施に繋がる。また、オン

ライン回答は今後も増加する見込みであるが、紙からデジタルへの転換は、統計不正、統

計点検の観点においても総務省が推進している方向性とも一致すると考えられる。 

一方で、これら調査に係るデータの一元的な電子管理を実現するためには、現在の調査

実施のオペーレーションを大きく変更する必要があるとともに、新たに管理のためのツー

ルを導入する必要がある。具体的には、紙で回収した調査票をスキャンし PDF ファイルと

して管理する場合、パンチ入力の段階でスキャンを実施するため、それ以降の疑義照会等

で、調査票原票を参照する際に、回答データを検索、閲覧、疑義照会結果を記録するため

のツールも併せて用意することが必須となる。 

今後は、これらのデータの管理方法の方向性を決定するとともに、その詳細スケジュー

ルの検討、必要なコストの見積りを進める必要がある。 
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